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卒業式におけるマスクの取扱いに関する基本的な考え方について（通知） 

 
このことについて、令和５年２月１３日付け４西三教第４９７１号で西三河教育事務所長から

別添写しのとおり通知がありました。 
つきましては、下記の基本的な方針等を踏まえ、学校や地域の実情に応じて、卒業式を適切に実

施してください。 
なお、年度内における卒業式以外の学校教育活動については、従来どおり、メリハリのあるマス

クの着用をしてください。 
 

記 
 
１ 基本的な方針について 
 ・児童生徒及び教職員については、式典全体を通じてマスクを外すことを基本とする。 
 ・国歌、校歌等の斉唱や合唱、児童生徒による「呼びかけ」等を行う時は、マスクの着用など

一定の感染症対策を講じた上で実施する。 
 ・保護者等に対しては、マスクの着用を求めるとともに、座席間に触れ合わない程度の距離を

確保する。その上で、感染対策上での参加人数の制限は不要とする。 
 
２ 感染症対策について 
 ・効果的な換気や咳エチケットの推奨など、必要な感染症対策を講じる。 
 ・発熱に限らず、咽頭痛や咳等、ふだんと異なる症状がある場合は、卒業式への参加を控える 

よう徹底する。 
 
３ その他 
 ・さまざまな事情・理由により、マスクの着用を希望する児童生徒や、マスクを着用できない

児童生徒もいることから、学校や教職員がマスクの着脱を強いることのないようにする。ま
た、児童生徒の間でも、マスクの着用の有無による差別・偏見等がないよう適切な指導を行
う。 

 ・卒業式の実施方法については、生徒児童や保護者等に対して、丁寧な説明や情報発信を行
う。既に案内している場合は、変更点を明確に伝える。 

 ・詳細については、別添「卒業式におけるマスクの取扱い等について」を御確認ください。 
 
 
 

【問合せ】 
（卒業式に関すること） 

担当 学校教育課（早川）   電話 0565-34-6662  
（感染予防に関すること） 

            担当 保健給食課（横山）   電話 0565-34-6663  






